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登録を予定されている方

多くの事業者の方が登録申請をされ
てます︕

適格請求書発⾏事業者の登録申請を受付中︕
知っていますか︖インボイス制度

早めの登録を受けることで、取引先
へのお知らせがスムーズに︕

登録を受けると、税務署から登録年⽉⽇
や登録番号などが通知されます。

令和５年10⽉１⽇から、消費税の仕⼊税額控除の
方式としてインボイス制度が始まります。●

●

e-Taxで登録申請⼿続を⾏っていただくと、書⾯で申請された場合
に⽐べて早期に登録通知を受けることができます︕

e-Taxで申請した場合、電⼦データで登録通知を受け取れます︕
電⼦データで受け取れば紛失のリスクがありません︕

登録申請⼿続は、 をご利⽤ください︕

● インボイスを発⾏するためには、登録申請が
必要です。

始まってます︕
もう

個人事業者の方はスマートフォンからでもe-Taxで申請できます。
e-Taxのご利⽤には事前にマイナンバーカードの取得が必要です。



インボイス制度が
始まったら
どう変わるの︖

インボイス制度説明会
申込受付中︕

国税庁HPの「インボイス制度特設サイト」に制度の概要、Q&Aや申請⼿続
に関する情報を掲載しています。

インボイス制度についての⼀般的なお問い合わせ

（令和３年12月）

インボイス制度について詳しく知りたい

※インボイス制度に関する申請書等を書⾯で提出される場合は、「インボイス制度特
設サイト」から所轄のインボイス登録センターを確認し、送付してください。

電話番号 0120 - 205 - 553（無料）
受付時間 9:00 〜17:00（⼟⽇祝除く）

軽減・インボイス
コールセンター

国税庁（法人番号 7000012050002）

インボイス制度
特設サイト

オンライン説明会を開催中!
職員が制度の説明をいたします。
毎週開催︕随時、申込受付中︕質問もチャットで受付︕

説明会に参加できない方は、動画で確認︕
スマートフォンやパソコンから過去の説明会の動画をご覧
いただけます。

全国の国税局・税務署でも説明会を開催︕
オンラインが苦⼿な方も安⼼︕
各国税局HP又は最寄りの税務署までお問合せください。

説明会に
関する情報

その疑問に
お答えします︕

※各国税局HP内の「税に関する情報」のインボイス制度説明会をご参照ください。




